
旅 費 規 定 

 

 

第１条 

役員及び従業員等が社用のため出張した時は本規定に従って旅費を支給する。 

 

第２条 

旅費は順路によって計算する。但し、天災その他やむを得ない事由で順路によって旅行し難

い場合には実際に経路した通路による。 

 

第３条 

出張旅費は交通費及び宿泊料の二種とし、交通費及び宿泊料は実費精算とする。 

 

交通費の上限 

公共交通機関（新幹線・特急含む）の普通車利用を原則とし、片道 20,000 円以内を上限と

する。 

やむを得ず超過する場合は、出張前に事前申請・承認を得ること。 

 

宿泊費の上限 

宿泊費は 1泊あたり 13,000 円以内とする。 

地域事情や価格高騰等により超過する場合は、出張前に事前申請・承認を得ること。 

 

地域別上限の適用および例外規定 

以下のような遠方（※1）への出張の場合、または事情がある場合は、上限額の目安を緩和

する。 

・北海道、沖縄、九州、四国など、長距離移動を要する地域 

・飛行機の利用が必要となる地域 

・イベントや観光シーズンによる価格高騰が予測される期間 

この場合、交通費・宿泊費について以下の上限を目安とする。 

 

交通費（片道）：50,000 円以内 

宿泊費（1泊）：22,000 円以内 

 

※1…「遠方」とは、片道 500km 以上、または移動時間が 4時間を超える地域を目安とする。 

※ 超過が見込まれる場合は、出張前に事前申請・承認を得ること。 



私用車利用時の対応 

私用車を使用する場合は、以下により精算する。 

走行距離 × 20 円/km 

高速道路料金、駐車場代は実費精算 

 

第４条 

出張とは片道 100km 以上の地域へ出張したことをいう。 

 

第５条 

旅費の請求は所定の精算手続きを以って行うものとする。 

 

第６条 

本規定に定めのない事項についてはその都度事情を考慮して決定する。 

 

第７条 

本規定は制定の日より之を実施する。 
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